
 

省エネ型機器購入支援事業委託業務に係る  

プロポーザル審査結果  

 

１　審査委員会の日時及び会場  

日時：令和８年４月３日（金）13:30～ 16:15 

場所：高知県保健衛生総合庁舎５階会議室  

 

２　参加者  

２者  

 

３　審査の項目及び配点  

総合点数は 600 点（審査委員４名、審査委員 1 人あたり 150 点）  

とし、審査委員１人あたりの審査項目ごとの配点は次のとおり。  

（１）業務に対する理解度・企画提案力　　　　　　　　10 点  

（２）現金交付に関すること（Ａ）　　　　　　　　　　30 点  

（３）現金交付に関すること（Ｂ）　　　　　　　　　　50 点  

（４）事業に係る周知活動　　　　　　　　　　　　　　10 点  

（５）セキュリティ等　　　　　　　　　　　　　　　　10 点  

（６）業務実施体制・業務実績　　　　　　　　　　　　20 点  

（７）業務経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15 点  

（８）県が推進する施策への取り組み　　　　　　　　　 5 点  

 

４　審査方法及び審査結果  

企画提案書、プレゼンテーション及び質疑応答の内容に基づき、各審

査委員が審査（採点）を行うとともに全体で協議した結果、次のとおり

本業務の契約候補者を選定した。  

 

審査項目

候補者 次点者

 株式会社ＪＴＢ高

知支店
Ａ社

 
（１）業務に対する理解度・企画提案力 26点 26 点

 
（２）現金交付に関すること（Ａ） 87 点 78 点

 
（３）現金交付に関すること（Ｂ） 145 点 130 点

 
（４）事業に係る周知活動 23 点 28 点

 
（５）セキュリティ等 30 点 30 点

 
（６）業務実施体制・業務実績 56 点 50 点

 
（７）業務経費 36 点 39 点

 
（８）県が推進する施策への取り組み 16 点 8 点

 総合得点  

（（１）～（８）計）
419 点 389 点



 

 

○審査委員の主な意見  

・ 過 去 の 受 託 経 験 を 生 か し つ つ 、 高 知 県 民 の 県 民 性 で あ る

駆 け 込 み 申 請 も 想 定 し 、 円 滑 な 業 務 遂 行 に 必 要 な 人 員 体

制 等 が 構 築 さ れ て い る 。  

・ 現 金 交 付 原 資 を 最 大 限 確 保 で き る よ う 、 経 費 配 分 等 の 再

精 査 が 必 要 。  

・ 申 請 率 の 向 上 の た め 、 申 請 サ ポ ー ト を 行 う 店 舗 を フ ォ ロ

ー す る 取 組 の 検 討 が な さ れ る こ と が 望 ま し い 。  

・ 前 回 の キ ャ ン ペ ー ン 実 施 時 に 多 か っ た 質 問 等 を 踏 ま え た

マ ニ ュ ア ル の 整 備 が 必 要 。  

・ 前 回 の キ ャ ン ペ ー ン 実 施 時 に お い て 、 店 舗 に 来 店 さ れ て

キ ャ ン ペ ー ン を 知 っ た 方 が 多 か っ た と い う 実 績 を 鑑 み る

と 、 広 報 に つ い て は 強 化 す る 必 要 が あ る 。  

　 そ の 際 は 、年 配 の 方 が 多 い 本 県 の 年 齢 構 想 を 考 慮 し つ つ 、

幅 広 い 手 法 ・ 媒 体 の 検 討 が 必 要 。  

・ ス タ ー ト 時 期 か ら 十 分 に 広 報 を 行 う こ と で 、 店 舗 の 繁 忙

期 と 申 請 時 期 が 重 複 し な い よ う 需 要 の 平 準 化 を 図 る 必 要

が あ る 。


